
議案第75号 

多可町滞在型市民農園施設条例の一部を改正する条例の制定について 

多可町滞在型市民農園施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するこ

とについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、

議決を求める。 

令和３年12月７日提出 

多可町長 吉 田 一 四 



多可町滞在型市民農園施設条例の一部を改正する条例 

令和 年 月 日 

条例第    号 

多可町滞在型市民農園施設条例（平成18年多可町条例第40号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１滞在型市民農園施設「ブライベンオオヤ」の項を削る。 

別表第２滞在型市民農園施設「ブライベンオオヤ」の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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多可町滞在型市民農園施設条例の新旧対照表  

 

現            行 改            正 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

滞在型市民農園施設「クラインガルテン岩座神」 多可町加美区岩座神251番地１ 

滞在型市民農園施設「ブライベンオオヤ」 多可町八千代区大屋359番地 

滞在型市民農園施設「ブルーメンやまと」 多可町八千代区大和1483番地 
 

名称 位置 

滞在型市民農園施設「クラインガルテン岩座神」 多可町加美区岩座神251番地１ 

滞在型市民農園施設「ブルーメンやまと」 多可町八千代区大和1483番地 
 

別表第２（第３条、第４条関係） 別表第２（第３条、第４条関係） 

名称 休館日 開館時間 

滞在型市民農園施設「クラ

インガルテン岩座神」 
毎週火曜日から木曜日 

（１） 宿泊以外 午前８時か 

ら午後５時まで 

（２） 宿泊 午後５時から翌 

日の午前８時 

滞在型市民農園施設「ブラ

イベンオオヤ」 
毎週月曜日 

（１） 宿泊以外 午前８時か 

ら午後５時まで 

（２） 宿泊 午後５時から翌 

日の午前８時 

滞在型市民農園施設「ブル

ーメンやまと」 
毎週火曜日 

（１） 宿泊以外 午前８時か 

ら午後５時まで 

（２） 宿泊 午後５時から翌 

日の午前８時 
 

名称 休館日 開館時間 

滞在型市民農園施設「クラ

インガルテン岩座神」 
毎週火曜日から木曜日 

（１） 宿泊以外 午前８時か 

ら午後５時まで 

（２） 宿泊 午後５時から翌 

日の午前８時 

滞在型市民農園施設「ブル

ーメンやまと」 
毎週火曜日 

（１） 宿泊以外 午前８時か 

ら午後５時まで 

（２） 宿泊 午後５時から翌 

日の午前８時 
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